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令 和 ２ 年 ３ 月 ５ 日 

選挙管理委員会事務局 

 

選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正 

 

１ 改正の理由 

公職選挙法施行令の一部改正により、投票管理者において交替制が可能

となったこと等に伴い、投票管理者および投票立会人が交替で職務を執行

した場合の報酬の額を規定するため、条例を一部改正する。 

 

２ 改正の概要 

条例別表に新たに備考を加え、投票管理者および投票立会人において、

職務を執行した時間が投票時間の２分の１である場合の報酬の額を規定す

る。また附則において、適用日に関する経過措置を定める。 

 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

４ 新旧対照表 

  次頁のとおり 
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選挙長等の報酬および費用弁償に関する条例 新旧対照表 

現行 改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 

（略） 
 

 

（略） 
 

（加える）  備考  

  １ 投票管理者の職務時間が投票時間の２分

の１である場合の報酬の額は、８，０００円

（期日前投票の場合は、７，０００円）とす

る。 

  ２ 投票立会人の立会時間が投票時間の２分

の１である場合の報酬の額は、６，５００円

（期日前投票の場合は、６，０００円）とす

る。 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ 改正後の選挙長等の報酬および費用弁償に関

する条例の規定は、この条例の施行の日以後その

期日を公示され又は告示される選挙について適

用し、この条例の施行の日の前日までにその期日

を公示され又は告示された選挙については、なお

従前の例による。 

  

 

 


